
 

 

 

 

国民の祝日「山の日」全国大会の長野県開催決定について 
 

 

 

 

 

 

 

１ 主な経過  

 ○ 平成 26 年５月   国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律（平成 26 年

法律第 43 号）が５月 30 日に公布され、国民の祝日として「山

の日」が設けられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 平成 27 年３月  「全国『山の日』協議会」(谷垣禎一会長)と、「超党派『山 

の日』議員連盟」(衛藤征士郎会長)との合同会議で、平成 28 年 

８月 11 日の、第１回目となる国民の祝日「山の日」の記念全国 

大会の候補地として、松本市(上高地)が提案される。 

○ 平成 27 年５月  長野県、松本市並びに上高地町会が、本県開催の要望書を「全

国『山の日』協議会」と「超党派『山の日』議員連盟」に提出 

 

２ 今後の予定  

  「山の日」制定を祝うに相応しい大会にとなるよう、全国「山の日」協議会、松本

市等関係者と連携して開催準備を進めるとともに、本県が誇る山岳環境や山の安全対

策等を発信する機会となるよう取組む。 

 

【参考】 

国民の祝日「山の日」制定に向けた本県の取組 

     ・平成 24 年６月  国への制定要請 

     ・平成 24 年 10 月 山岳関係団体等主催の「山の日ネットワーク東京会議」を通じた発信 

     ・平成 24 年 11 月 松本市主催の「岳都松本『山岳フォーラム』」を通じた情報発信 

     ・平成 25 年 11 月 「全国『山の日』制定協議会」設立への参画 

     ・平成 25 年 12 月 全国知事会による国への要請 

５月 22 日に開催された「全国『山の日』協議会」通常総会において、

平成 28 年８月 11 日の、第１回目となる国民の祝日の「山の日」の 

全国大会の開催地として、『長野県松本市(上高地)』が決定されました。 

○ 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号） 

第一条  自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、 

よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて 

祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。  

第二条  「国民の祝日」を次のように定める。 

(前略) 

山の日  8 月 11 日  山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 

   (後略) 

  施行期日 平成 28年１月１日 
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